
よしかわ労務コンサルティング顧問契約サービスメニュー 平成21年1月1日現在

ＬＣ顧問
労務顧問Ａ
（相談のみ）

労務顧問Ｂ
（手続き込）

月額52,500円
(社員数20人以上200人
未満の企業に限る）

月額31,500円
（社員数20人以上200人
未満の企業に限る）

「人数別料金表」による

・労働保険関係法令・制度の解釈、運用に関する助言、指導、資料提供 ● ● ●

・就業規則等の人事関係諸規定の運用、改定に関する助言、指導、資料提供 ● ● ●

・労務施策の導入、改善に関する助言、指導、資料提供 ● ● ●

・労使トラブル等の具体的問題案件の処理に関する助言、指導、資料提供 ● ● ●

・労働保険関係法令に関する書式、フォーマットの提供 ● ● ●

・法改正情報の提供 ● ● ●

・面談による随時ご相談（定期訪問は3か月に１度３０分の面談） ● ● ●

・電話・ＦＡＸでの随時相談(回数無制限） ● ● ●

・メールでの随時相談(回数無制限） ● ● ●

・適用事業所情報および被保険者情報の管理 - - ●

・「受託業務一覧」に定める書類の作成、役所届け出 - - ●

・ 賞与支払届の作成及び届出（ 賞与の支払の都度） - - ●(別途費用）

・算定計算及び算定基礎届の作成及び届出(年１回業務） - - ●(別途費用）

・労働保険料算定基礎賃金の集計及び概算確定保険料申告書の作成（年１回業務） - - ●(別途費用）

・社員とのコミュニケーションに関する助言、指導、相談 ● - -

・当事務所からみた主観的な意見のフィードバック ● - -

・人材採用に関する助言、指導、相談 ● - -

・問題の整理と分析 ● - -

・１か月に1度２時間の個別面談 ● - -

・毎回の個別面談議事録の作成、送付 ● - -

・現状の問題点の棚卸し ● - -

・5年後10年後のビジョン策定 ● - -

・具体的行動計画 ● - -

・年間行動計画の作成 ● - -

・行動計画の定期的進捗確認 ● - -

社会保険新規加入手続き

労働保険新規加入手続き

就業規則等の作成・変更

雇用契約書の作成

労働基準監督署調査対応

各種研修講師

その他

基本サービス内容

法
律

労務相談

社会保険
労働保険
手続代行

・人事制度策定など
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・社会保険新規適用に関する書類の作成・届出など

コミュニケーションに関する相談

・就業規則、その他規程の作成・変更・届出
オ
プ
シ
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ン

・新入社員研修、マナー研修、管理職研修、コミュニケーション研修、就業規則説明会等

ビ
ジ
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ン

ビジョン策定に関する相談

備考

・労働保険新規適用に関する書類の作成・届出など

カテゴリー 項目

■手続業務に付随する個人対応は含まれておりません。

■毎年1月1日現在の従業員数（役員、パート、アルバイト含む）により顧問報酬の見直しをさせていただくことがあります。ご了承くださいますようお願いいたします。

・労働基準監督署調査立会、対応

・貴社の実情にあった雇用契約書のカスタマイズ


